
新たな森林環境管理制度（概要）
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新たな森林環境管理制度（新条例の制定）

➢森林環境の維持向上の施策を総合的かつ体系的に推進することにより、森林の４機能の高度な発揮及び森林・林業基本法

その他の規定に沿った森林環境の維持向上に関する実効的な取組を促進し、森林と人との恒久的な共生を図ることを目的

として、「（仮称）奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例（案）」を制定する。１ 基本理念
２ 責務
３ 森林環境管理指針の策定等４ 基本的施策
５ （仮称）奈良県フォレスター
６ この条例を踏まえた地域森林計画の策定

森林環境の維持向上に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、①目標 ②施策の方針 ③施策の基本となる事項等の基本的な指針を定める。

森林環境の維持向上は、森林の４機能からもたらされる恵沢が県⺠にとってかけがえのない財産であることに鑑み、森林・林業基本法の趣旨にのっとり、⻑期的な展望に⽴ち、関係者の適切な役割分担並びに相互の連携及び協⼒の下、森林法その他の法令と相まって総合的かつ体系的に推進されなければならない。

〇目指すべき森林 ○森林資源の活⽤ 〇災害の発生の防止等 〇生物多様性の保全 〇森林利用の促進 ○森林に関する環境教育の推進 〇間伐木を残置する場合の措置 〇適切な⽅法による皆伐等

森林環境の維持向上のために県内の森林を次の森林のいずれかへ誘導する。基本的施策のイメージ

③⾃然林天然更新作業及び保育を⾏うことで、地域植生が動態的に生育している森林①恒続林多種異齢多層の樹⽊及び地域の特徴に合った多様な植物で構成され、継続的施業による木材生産も同時に⾏う森林 ②適正⼈⼯林持続的に適正な施業を⾏うことで森林環境を維持する木材生産が主目的の森林 ④天然林自然（生態系）の動態に任せる森林

森林所有者等は、災害の発⽣を防⽌し、森林環境の維持向上を図るため、適切な⽅法により皆伐を⾏い、及び当該皆伐跡地の確実な更新を確保しなければならない。
森林所有者等は、間伐⽊を残置する場合は間伐⽊を適切に処理しなければならない。（例１）河川周辺の流⽊の恐れがある区域に間伐材を残置しない （例２）下層植生が衰退し、表層がむき出しになっている森林では、⼟砂流出防⽌のため間伐木の横倒しや間伐木による筋工を設置する

県は、以下について必要な施策を講ずる。①間伐材等の森林資源の活⽤、⽊材の持続的な供給・利⽤確保することによる⽣産機能の永続的な実現②災害の発生の防止・軽減と関係機関が保有する災害に関する情報共有③森林における⽣物多様性の保全・再生・持続可能な利⽤④スポーツ、レクリエーション・教育⽂化活動等を目的とした森林の利⽤促進⑤森林に関する環境教育の推進
４ 適切な⽅法による皆伐等
３ 間伐木を残置する場合の措置
２ 森林の4機能の発揮等の措置

知事は、森林環境の維持向上に関する専門的職員として奈良県フォレスターを置く。奈良県フォレスターは、奈良県職員とし、奈良県森林環境管理⼠の資格を有する者等から、任用しなければならない。奈良県フォレスターは、目指すべき森林・森林環境の維持向上に関する技術・知識の普及指導、森林の巡視等についての専門的事項をつかさどる。奈良県フォレスターは適宜、市町村の林務職員と連携し、前項の事務に取り組むものとする。

１ 目指すべき森林

県は、この条例の趣旨を踏まえ、森林法の規定によりたてる地域森林計画において、森林の４機能を持続的に発揮させるための事項を定める。県は、市町村から市町村森林整備計画の協議を受けたときは、森林の４機能を持続的に発揮させるための事項が定められていることについて確認する。
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〇県・森林環境の維持向上に必要な施策の実施・専門的な知識と技能を有する⼈材を養成する施策の実施・森林所有者等と協働、国や市町村と連携〇事業体・県が実施する施策に協⼒し、森林環境の維持向上を図る
〇森林所有者・森林の荒廃が災害の原因とならないよう森林環境の維持向上管理に努める〇森林組合・地域における森林経営の中核的な担い⼿として森林環境の維持向上を図る〇県⺠・森林の適正な利⽤に努める



奈良県森林環境税及び森林環境譲与税の活用

➢森林環境税及び森林環境譲与税の活用事業は以下のとおり。令和３年度から新たな森林環境管理制度の導入・

運用に必要な事業を実施。
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○充当可能事業（制度上）の整理表（R３～(案)）

現行 R3～ 現行 R3～ 現行 R3～

間伐（市町村実施） ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

路網整備（市町村実施） ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

防災対策（市町村実施） ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

(新)新たな森林区分への誘導経費（広域実施） ◎ ○

(新)フォレスター人件費（広域実施） ◎

◎(委託料として充当) ×

継続箇所 ◎ ○ ○ ◎ ○ ○

市町村実施（R1年度以降の新規箇所） ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

広域実施 ◎ ◎ ○ ○

市町村実施 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

広域実施 ◎ ◎ ○ ○

市町村実施 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

(新)アカデミー運営（広域実施） ◎ ○

市町村実施 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

広域実施 ○ ○ ○ ○

市町村実施 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

○ ○ ◎ ◎

○充当可能、◎実際充当、×充当不可(職員人件費は、交付税措置されているという整理から森林環境譲与税充当は不可)

里山づくりの推進

森林環境教育の推進

森林生態系の保全

（ナラ枯れ、獣害対策）

人材育成・担い手の確保

木材利用の推進

市町村が実施する森林整備に対する支援

区　　分

県森林環境税

森林環境譲与税

市町村 県

施業放置林整備



森林環境税及び森林環境譲与税導入に伴う課題

論点２論点２論点２論点２
第４期（使途事業見直し後）の財政需要を踏まえた、税率の妥当性第４期（使途事業見直し後）の財政需要を踏まえた、税率の妥当性第４期（使途事業見直し後）の財政需要を踏まえた、税率の妥当性第４期（使途事業見直し後）の財政需要を踏まえた、税率の妥当性

論点１論点１論点１論点１
森林環境譲与税と奈良県森林環境税との棲み分け森林環境譲与税と奈良県森林環境税との棲み分け森林環境譲与税と奈良県森林環境税との棲み分け森林環境譲与税と奈良県森林環境税との棲み分け

→ 森林環境譲与税の使途が、奈良県森林環境税の使途事業と重なるため、第４期も奈良県森林環境税を課税する必要性が認められるのか。［地方税法第１条第１項第５号］標準税率 地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
→ 第４期に奈良県森林環境税を課税する場合、使途事業の財政需要を踏まえて、現行の500円（個人）と５％（法人）の税率が妥当か。

論点３論点３論点３論点３
第４期の使途事業と課税趣旨との整合性第４期の使途事業と課税趣旨との整合性第４期の使途事業と課税趣旨との整合性第４期の使途事業と課税趣旨との整合性

→ 新たな森林環境管理制度のもとで新たに必要となる事業は、奈良県森林環境税条例の課税趣旨に合致するのか。

［森林環境税について（意見）(H30.12.10）］

平成36年度から県民が新たに負担することとなる国の森林環境税（仮称）との関係、対象事業の見直しによる経費膨張の防止、森林の施業放置

抑止のための実効的な取組、県の財政需要を俯瞰した使途事業の範囲の見直しなどについても必要な検討を加え、

［森林環境税について（意見）(H30.12.10）］

超過課税としての位置付けも踏まえつつ、森林環境管理制度のもとで新たに必要となる奈良県の事業をはじめとする施策の財源として活用するこ

とを検討すべき

［奈良県森林環境税条例］(課税の趣旨)第１条 県は、県土の保全、災害の防止、自然環境の保全、水源のかん養等すべての県民が享受している森林の有する公益的機能の重要性にかんがみ、県民の理解と協力の下に、森林環境の保全及び森林をすべての県民で守り育てる意識の醸成に関する施策に要する経費の財源を確保し、ひいては林業労働者の雇用の確保等に資するため、奈良県税条例に定める県民税の均等割の税率の特例として森林環境税を課する。
［奈良県森林環境税について（答申）(H27.11.17）］

税率や使途事業については、課税期間途中であっても妥当性や有効性を評価し、その上で見直し等ができるような仕組みの検討

論点４論点４論点４論点４

課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み課税期間途中での妥当性や有効性の評価の仕組み

→ 前回の見直しに際しては、その検討を見直し期限を迎える年度に開始したが、答申を踏まえて、今回は期限の前年度から検討を開始している。
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森林環境税及び森林環境譲与税

➢国は、令和６年度から森林環境税を導入する。令和元年度から森林環境譲与税は県及び市町村に譲与される。

森林環境税及び森林環境譲与税創設フレーム森林環境税及び森林環境譲与税創設フレーム森林環境税及び森林環境譲与税創設フレーム森林環境税及び森林環境譲与税創設フレーム

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

R1年度～ 森林環境譲与税

令和元年令和元年令和元年令和元年10月月月月

消費税率消費税率消費税率消費税率10%への引き上げへの引き上げへの引き上げへの引き上げ

○ 令和6年度から森林環境税の課税を開始し、国民の負担増を伴わずに、森林整備等に要する財源を確保。

○ 一方で、森林経営管理法の施行とあわせ、森林環境譲与税は、令和元年度から譲与。

○ 令和5年度までの間における譲与財源は、後年度における森林環境税の税収を先行して充てるという考え

方の下、暫定的に譲与税特別会計における借入れにより対応。借入金は、後年度の森林環境税の税収の一

部をもって確実に償還。

（H２６～R５）
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森林環境税

森林経営管理法の施行（H31.4～）
R６年度～



※

森林環境税及び森林環境譲与税

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8          R9            R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

令和6年度は
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奈良県森林環境税の見直しのスケジュール

➢奈良県森林環境税の第３期課税期間が令和２年度で終了するため、その見直しに係る税制調査会の答申に向

け本年12月より検討を開始する。
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（県）森林環境税（県）森林環境税（県）森林環境税（県）森林環境税第３期第３期第３期第３期
森林環境譲与税森林環境譲与税森林環境譲与税森林環境譲与税

（県）森林環境税（県）森林環境税（県）森林環境税（県）森林環境税第４期第４期第４期第４期
（国）森林環境税（国）森林環境税（国）森林環境税（国）森林環境税

H３０３０３０３０ R１１１１ R２２２２ R３３３３ R４４４４ R５５５５ R６６６６ R７７７７

・・・個人：５００円／年法人：県民税均等割額の５％相当額
・・・個人：１，０００円／年期間延長の条例改正必要

県制度国制度
8月 11月 12月 諮問諮問諮問諮問 答申答申答申答申
● ● ●● ●●

税制調査会
県民アンケート

森

林

環

境

税

法

人

県

民

税

法人県民税法人県民税法人県民税法人県民税 特例制度特例制度特例制度特例制度
法人県民税法人県民税法人県民税法人県民税 特例制度特例制度特例制度特例制度

特例制度

実施 最終とりまとめ
11～12月 3月

●●●中間とりまとめ
12月

・・・法人県民税法人税割額の
0.8％期間延長の条例改正必要


